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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　フレーク状アルミニウム顔料と有機溶剤から成るアルミニウム顔料スラリーを、遠心沈
降機を用いて濃縮する工程を有するアルミニウム顔料ペーストの製造方法において、前記
遠心沈降機の運転条件を、アルミニウム顔料スラリーから分離される溶剤に含まれるアル
ミニウム顔料粒子群の１０％径が０.１μｍ以上であり、かつ、５０％径が遠心沈降機に
供給するアルミニウム顔料スラリーの５０％径に対して２割以上７割以下の範囲となる様
に選定し、アルミニウムの含有量が５重量％以上、６０重量％以下の範囲まで濃縮するこ
とを特徴とするアルミニウム顔料ペーストの製造方法。
【請求項２】
　遠心沈降機によってアルミニウム顔料スラリーの濃縮を行うことにより、又は、該濃縮
によってアルミニウム顔料スラリーから分離された溶剤から、更に、機械的分離法を用い
て、溶剤中に含まれるアルミニウム顔料粒子を再度分離・回収し、遠心沈降機から得られ
たアルミニウム顔料スラリーの濃縮物に加えることにより、供給するアルミニウム顔料ス
ラリーからのアルミニウムの回収率を９５重量％以上にすることを特徴とする、請求項１
に記載のアルミニウム顔料ペーストの製造方法。
【請求項３】
　遠心沈降機でアルミニウム顔料スラリーの濃縮を行うことで得られる濃縮物、又は、該
濃縮によってアルミニウム顔料スラリーから分離された溶剤から、更に、機械的分離法を
用いて、溶剤中に含まれるアルミニウム顔料粒子を再度分離・回収することで得られる濃
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縮物のいずれかから濃縮物を一部又は全部抜き出すこと、あるいは、一部又は全部を抜き
出した両方の濃縮物を混合することで、遠心沈降機に供給するアルミニウム顔料スラリー
に含まれるアルミニウム顔料の９５重量％未満に相当する量のアルミニウム顔料を含む濃
縮物を得ることを特徴とする、請求項１に記載のアルミニウム顔料ペーストの製造方法。
【請求項４】
　前記アルミニウム顔料スラリー中のアルミニウムの含有量が１５重量％以下であり、前
記遠心沈降機がデカンタ型遠心沈降機であって、その運転を、アルミニウム顔料スラリー
に作用させる遠心加速度が５００Ｇ以上、３０００Ｇ以下で、かつ、スクリューコンベア
１回転当たりの排出容積の８０％以下で濃縮物が排出される様な供給流量、濃縮物送り速
度の条件範囲内で行うことを特徴とする、請求項１から３のいずれかに記載のアルミニウ
ム顔料ペーストの製造方法。
【請求項５】
　前記デカンタ型遠心沈降機として、一端が縮径した高速回転ボウルと、ボウル内面に沿
ってスクリューが形成されたスクリューコンベアを備え、濃縮物をボウルの縮径部へ液差
圧で押し込む機構を有し、スクリューコンベアによって濃縮物を搬送するデカンタ型遠心
沈降機を用いることを特徴とする請求項４に記載のアルミニウム顔料ペーストの製造方法
。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は自動車、家電製品に塗装されるメタリック顔料、あるいは印刷等の高級メタリッ
クインキに利用されるアルミニウム顔料ペーストの製造方法に関する。更に詳しくは、本
発明は、フレーク状アルミニウム顔料の有機溶剤スラリーを、遠心分離機を用いて濃縮す
る工程を有するアルミニウム顔料ペーストの製造方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
フレーク状アルミニウム顔料は、他の顔料にない独特のメタリック感と、下地に対する優
れた隠蔽力とを併せ持つ顔料として、自動車ボディや部品の高級メタリック塗料、自動車
補修用メタリック塗料、家電用メタリック塗料、工業用メタリック塗料等の高級メタリッ
ク塗料の分野、及び、グラビア印刷、オフセット印刷、スクリーン印刷等の高級メタリッ
ク印刷インキの分野等で多用されている。
【０００３】
アルミニウム顔料ペーストは、通常、粉砕・研磨工程、分級（スクリーン）工程、ろ過・
濃縮工程、混合工程を経て、製造される（例えば、非特許文献１参照）。
【０００４】
粉砕・研磨工程では、ボールミルや媒体撹拌ミルを用いて、有機溶剤および粉砕助剤ない
しは潤滑剤の存在下で、原料である粒状アトマイズドアルミニウム粉やアルミ箔片を、非
常に薄い扁平なフレーク形状の粒子に湿式粉砕・研磨する。これによって得られるフレー
ク状アルミニウム顔料は、次の篩分による分級（スクリーン）工程で粒度分布を整えられ
、ろ過・濃縮工程において多量の有機溶剤から分離されることで、アルミニウム顔料ケー
クとして回収される。回収したケークに有機溶剤や添加剤を加えて均一に撹拌混合し、不
揮発分濃度を調整したものがアルミニウム顔料ペーストである。
【０００５】
これまで、ろ過・濃縮工程で用いられる固液分離方法として、主にフィルタープレスに代
表されるケークろ過が用いられてきた。しかし近年、フィルタープレスを用いる濃縮工程
の問題点が顕在化してきた。
問題点の１つとして、ろ過効率の低下に伴う、生産性の低下が挙げられる。
【０００６】
ケークろ過では、フィルターを通過できない固形分（アルミニウム顔料粒子）がフィルタ
ー面上にろ過ケークとして堆積し、そのケークが以後のろ過に対してろ材として作用する
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ため、ろ過が進むにつれてろ過速度は低下してゆく。近年、アルミニウム顔料の微粒子径
化に伴い、ケークのろ過抵抗は増加している。このため、ろ過・濃縮にかかる時間が著し
く延びている。
【０００７】
この問題点を解決する１つの手段として、フィルタープレスに供給するアルミニウム顔料
スラリーの濃度を上げ、フィルタープレスで分離する溶剤の量を少なくすることが考えら
れる。
【０００８】
フィルタープレスに供給する前に、アルミニウム顔料スラリーを予備濃縮する装置として
は、ろ布上のケークを剥離しながら、連続的にろ過を行う装置（例、ドラムフィルターや
ベルトフィルター、ディスクフィルター）や遠心力によりアルミニウム顔料を分離する遠
心分離機が挙げられる。
【０００９】
しかし、すべての遠心分離機が好適に用いられるわけではない。遠心分離機の中には、遠
心ろ過・脱液機の様に、遠心力を利用したケークろ過を行うタイプの装置もあり、特許文
献１には、遠心脱水機によってスラリーから金属粉末を分離する方法が開示されている。
ところが、扁平なフレーク形状をもつアルミニウム顔料は圧縮性ケークを形成するため、
ろ過圧力の増加はろ過抵抗の急激な増加を招き、脱液が進まない。
【００１０】
また一方で、アルミニウム顔料粒子は応力に対する耐性が弱く、粒子の欠損や破砕が起こ
りやすいため、遠心分離機を用いるスラリー濃縮は、メタリック顔料としての品質を損な
う恐れがある。
【００１１】
遠心分離機の1つであるデカンタ型遠心沈降機は、連続で大量のスラリーを高濃度まで処
理できる装置として知られている。例えば、特許文献２には、デカンタ型遠心分離機を用
いて、スラリーから金属粉末を有利に回収する運転条件が、特許文献３には、アトマイズ
法で作製した金属粉末を、デカンタ型遠心分離機を用いて濃縮するための装置の構成が、
特許文献４には、アトマイズ法で作製した金属粉末を、乾燥装置を別途設けることなく、
デカンタ型遠心分離機を用いてスラリーから直接回収する方法が開示されている。
しかしこれらは、フレーク状のアルミニウム顔料の濃縮を目的としたものではない。
【００１２】
【非特許文献１】
社団法人　軽金属協会　アルミニウムペースト委員会著、「アルミニウムペースト取扱い
安全手引き」、（日本）、改訂版、社団法人　軽金属協会、１９９６年１０月、ｐ．１
【特許文献１】
特開平３－７９７０５号公報
【特許文献２】
特開昭５７－９８６０３号公報
【特許文献３】
特開昭５７－９８６０４号公報
【特許文献４】
特開２００１－３２３３０３号公報
【００１３】
【発明が解決しようとする課題】
本発明は、メタリック顔料としての品質を損なうことなく、安定的に、アルミニウム顔料
スラリーの予備濃縮を行う工程を有するアルミニウム顔料ペーストの製造方法を提供する
ことを目的とする。
【００１４】
【課題を解決するための手段】
本発明者等は、前記課題を解決するため、フレーク状アルミニウム顔料スラリーの基本物
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性と遠心分離機の濃縮技術について検討を重ねた結果、フレーク状アルミニウム顔料スラ
リーを濃縮する方法としては遠心沈降機を用いる方法が効果的であることを見出した。
また、遠心沈降機をアルミニウム顔料スラリーの濃縮機として使用する場合、遠心力下で
、堆積した濃縮物を搬送し排出する際に、アルミニウム顔料粒子がダメージを受け、メタ
リック顔料としての意匠性に悪影響を与えることがある。特に、遠心沈降機の一種である
デカンタ型遠心沈降機では、遠心力で沈降させた堆積物を装置外へ送り出す機構としてス
クリューコンベアによる掻き出しを利用しているため、アルミニウム顔料粒子がせん断応
力を受けて損傷する恐れが高い。また一方で、遠心力を下げた場合、アルミニウム顔料は
固液分離性が悪いため、堆積物の締まりが悪くなり、縮径された脱液部を有するデカンタ
では、スクリューコンベアによる払い出しが困難となる可能性がある。
【００１５】
そこで、本発明者等は、分離される溶剤に含まれるアルミニウム顔料粒子群の粒度分布が
特定の条件を満たす様な運転条件を選択することによってアルミニウム顔料の品質を損な
うことなく濃縮できることをも見出し、本発明をなすに至った。
すなわち、本発明は次のとおりである。
【００１６】
（１）フレーク状アルミニウム顔料と有機溶剤から成るアルミニウム顔料スラリーを、遠
心沈降機を用いて濃縮する工程を有するアルミニウム顔料ペーストの製造方法において、
前記遠心沈降機の運転条件を、アルミニウム顔料スラリーから分離される溶剤に含まれる
アルミニウム顔料粒子群の１０％径が０.１μｍ以上であり、かつ、５０％径が遠心沈降
機に供給するアルミニウム顔料スラリーの５０％径に対して２割以上７割以下の範囲とな
る様に選定し、アルミニウムの含有量が５重量％以上、６０重量％以下の範囲まで濃縮す
ることを特徴とするアルミニウム顔料ペーストの製造方法。
【００１７】
（２）遠心沈降機によってアルミニウム顔料スラリーの濃縮を行うことにより、又は、該
濃縮によってアルミニウム顔料スラリーから分離された溶剤から、更に、機械的分離法を
用いて、溶剤中に含まれるアルミニウム顔料粒子を再度分離・回収し、遠心沈降機から得
られたアルミニウム顔料スラリーの濃縮物に加えることにより、供給するアルミニウム顔
料スラリーからのアルミニウムの回収率を９５重量％以上にすることを特徴とする、上記
（１）に記載のアルミニウム顔料ペーストの製造方法。
（３）遠心沈降機でアルミニウム顔料スラリーの濃縮を行うことで得られる濃縮物、又は
、該濃縮によってアルミニウム顔料スラリーから分離された溶剤から、更に、機械的分離
法を用いて、溶剤中に含まれるアルミニウム顔料粒子を再度分離・回収することで得られ
る濃縮物のいずれかから濃縮物を一部又は全部抜き出すこと、あるいは、一部又は全部を
抜き出した両方の濃縮物を混合することで、遠心沈降機に供給するアルミニウム顔料スラ
リーに含まれるアルミニウム顔料の９５重量％未満に相当する量のアルミニウム顔料を含
む濃縮物を得ることを特徴とする、上記（１）に記載のアルミニウム顔料ペーストの製造
方法。
【００１８】
（４）前記アルミニウム顔料スラリー中のアルミニウムの含有量が１５重量％以下であり
、前記遠心沈降機がデカンタ型遠心沈降機であって、その運転を、アルミニウム顔料スラ
リーに作用させる遠心加速度が５００Ｇ以上、３０００Ｇ以下で、かつ、スクリューコン
ベア１回転当たりの排出容積の８０％以下で濃縮物が排出される様な供給流量、濃縮物送
り速度の条件範囲内で行うことを特徴とする、上記（１）から（３）のいずれかに記載の
アルミニウム顔料ペーストの製造方法。
（５）前記デカンタ型遠心沈降機として、一端が縮径した高速回転ボウルと、ボウル内面
に沿ってスクリューが形成されたスクリューコンベアを備え、濃縮物をボウルの縮径部へ
液差圧で押し込む機構を有し、スクリューコンベアによって濃縮物を搬送するデカンタ型
遠心沈降機を用いることを特徴とする上記（４）に記載のアルミニウム顔料ペーストの製
造方法。
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【００１９】
【発明の実施の形態】
以下、本願発明について具体的に説明する。
濃縮を行う、フレーク状アルミニウム顔料と有機溶剤から成るスラリーは、粉砕・研磨工
程で、篩分による分級が必要な場合は更に分級工程で、スラリー中の有機溶剤量の調整を
行い、また、必要に応じて、機械的分離法による濃縮処理を行うことで、アルミニウムの
含有量が１５重量％以下となる様に調整する。ここで用いる濃縮装置として、ろ布上のケ
ークを剥離しながら、連続的にろ過を行う装置（例、ドラムフィルターやベルトフィルタ
ー、ディスクフィルター）を挙げることができる。
【００２０】
フレーク状アルミニウム顔料は、通常、ボールミル又は媒体撹拌ミルを用いて、原料とな
る粒状アトマイズドアルミニウム粉やアルミ箔片等を湿式粉砕・研磨することで得られる
、非常に薄いフレーク形状の顔料である。
【００２１】
有機溶剤としては、従来から使用されているミネラルスピリット、ソルベントナフサ、ト
ルエン等の炭化水素系溶剤や、アルコール系、エーテル系、ケトン系、エステル系、グリ
コール系等の低粘度の溶剤が使用できるが、汎用性、安全性からミネラルスピリットの使
用が好ましい。
【００２２】
また、有機溶剤中には、粉砕助剤ないしは潤滑剤およびその変成物が含まれていても良い
。粉砕助剤としては、従来から使用されているオレイン酸やステアリン酸のような高級脂
肪酸、ステアリルアミンのような高級脂肪族アミン、高級脂肪族アルコール等が挙げられ
る。
【００２３】
本発明では、前記のアルミニウム顔料スラリーを、遠心沈降機を用いて濃縮する。遠心沈
降機は、無孔の回転ボウルを高速回転させることにより、スラリー中のアルミニウム顔料
粒子を遠心沈降させる装置である。遠心沈降機の例として、分離板型遠心沈降機やデカン
タ型遠心沈降機を挙げることができる。
【００２４】
分離板型遠心沈降機は、通常、回転ボウルの内部に円錐台状の分離板を等間隔に多数備え
た構造を持つ。濃縮物は回転ボウルの内壁に堆積し、ボウルの外周に設けられたノズルや
上下に分離するボウルを間欠的に開くことで生じる隙間を通じて、装置外へ排出される。
デカンタ型遠心沈降機は、通常、一端が縮径した高速回転ボウルと、ボウル内壁面に沿っ
てスクリューが形成されたスクリューコンベアを備えている。ボウルとスクリューコンベ
アはそれぞれ回転駆動装置に連結されており、差速をつけて回転させることができる。
【００２５】
スラリーは、スクリューコンベアの中空軸を通じて、ボウル内に供給される。遠心沈降に
よりボウル内壁に堆積した濃縮物は、所定の差速で回転するスクリューコンベアでボウル
の縮径側に向かって搬送される。この際、濃縮物はボウルの縮径部でスラリーから分離・
脱液され、装置外に排出される。
一方、遠心沈降によりアルミニウム顔料が分離された溶剤は、ボウルの他端の堰より溢出
し、装置外へ流出する。
【００２６】
なお、遠心分離機には前記の遠心沈降機の他に、側壁に細孔やスリットを有する回転バス
ケットを用い、遠心力を利用したケークろ過で濃縮を行う、遠心ろ過・脱水機もある。し
かし、遠心ろ過・脱液機では、堆積したケークに遠心力がかかり圧密化されるため、ろ過
抵抗が大きくなり、アルミニウム顔料スラリーの予備濃縮には不向きである。
【００２７】
本発明で使用するデカンタ型遠心沈降機としては、濃縮物をボウルの縮径部へ液差圧で押
し込む機構を有するものが好ましい。この機構を付加することで、スクリューコンベアの
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みでは掻き出せないような締まりの悪い濃縮物を、ボウル縮径部を超えて、装置外へ排出
することができるようになる。
【００２８】
この様な機構は、スラリー供給口とボウル縮径部との間に仕切りを設け、スラリー供給口
側からボウル縮径部側への濃縮物の移動がボウル内壁と仕切りに挟まれた空間のみでおこ
る様にした上で、この空間の装置回転軸に平行な面からボウル縮径部先端の濃縮物の排出
面までの法線距離より、ボウル他端の溢出溶剤液面までの法線距離の方が長くなる様に、
堰板の高さの下限界を決めることで、実現される。
【００２９】
本発明では、遠心沈降機を用いて、アルミニウムの含有量が５重量％以上６０重量％以下
の範囲の、目的とする濃度になるまで濃縮を行う。６０重量％を超えた場合は、装置から
の濃縮物の払い出しが困難になる。これは、扁平なフレーク形状をもつアルミニウム顔料
が、遠心力下でせん断応力を受けたときに、大きな抵抗が発生するためである。
【００３０】
また、５重量％未満の場合も、濃縮物に締まりがないため、払い出しが困難になる。濃縮
物の濃度は、アルミニウムの含有量が３０重量％以上、５５重量％以下にすることが好ま
しく、４０重量％以上、５０重量％以下にすることが更に好ましい。
【００３１】
遠心沈降機の運転では、目的とする濃度の濃縮物を得るために、ボウルの回転速度を調整
することで遠心力を調整し、濃縮物や分離された溶剤の装置内滞留時間を装置部品の寸法
（堰板高さ等）や供給および排出量を変更することによって調整する。
【００３２】
しかし、運転条件を調整し、目的とする濃縮物が得られた場合でも、濃縮の過程でアルミ
ニウム顔料がダメージを受けてしまい、濃縮物のメタリック顔料としての意匠性が、濃縮
前の顔料の意匠性に比べて劣る場合がある。この様な濃縮の過程で生じるアルミニウム顔
料の品質低下は、濃縮物を搬送する際に、堆積したアルミニウム顔料に遠心力とせん断応
力がかかることによる、顔料粒子の欠損や破砕が原因である。
【００３３】
この様な欠損や破砕が生じた場合、安定的に、意匠性の優れたアルミニウム顔料を製造す
ることができない。このため、アルミニウム顔料を遠心沈降機で濃縮する場合は、顔料粒
子の欠損や破砕の程度を把握し、品質に影響を与えない運転条件を選択する必要がある。
【００３４】
本発明では、顔料粒子の欠損や破砕の程度を、遠心沈降機で分離される溶剤に同伴して流
出するアルミニウム顔料粒子の粒度分布によって把握できることを見出し、これを運転条
件の選定基準とした。
【００３５】
すなわち本発明では、遠心沈降機の運転に関して、遠心沈降機によってアルミニウム顔料
スラリーから分離される溶剤に含まれるアルミニウム顔料粒子群の１０％径が０.１μｍ
以上であり、かつ、５０％径が、遠心沈降機に供給するアルミニウム顔料スラリーの５０
％径に対して２割以上７割以下の範囲となる様に、運転条件を選定する。
【００３６】
更に、デカンタ型遠心沈降機を用いる場合には、アルミニウム顔料スラリーに作用させる
遠心加速度を５００Ｇ 以上３０００Ｇ以下で、かつ、スクリューコンベア１回転当たり
の排出容積の８０％以下で濃縮物が排出される様な、アルミニウム顔料スラリーの供給流
量および濃縮物送り速度の条件範囲内において、前記の分離溶剤に含まれるアルミニウム
顔料粒子群の条件を満たす様な運転条件を選定する。なお、この場合、製品品質の点から
、アルミニウム顔料スラリーに作用させる遠心加速度は、５００G以上１０００G以下が好
ましい。
【００３７】
本発明では、遠心沈降機を用いた濃縮によってアルミニウム顔料スラリーから分離された
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溶剤に対して、必要に応じて、更に、機械的分離法により、溶剤中に含まれるアルミニウ
ム顔料粒子を再度分離・回収し、遠心沈降機から得られたアルミニウム顔料スラリーの濃
縮物に加えることで、遠心沈降機に供給したアルミニウム顔料スラリーからのアルミニウ
ムの回収率を９５重量％以上にする。
【００３８】
回収率が９５重量％未満の場合、回収されたアルミニウム顔料のメタリック顔料としての
意匠性が、供給したアルミニウム顔料スラリーの意匠性と異なる場合がある。これは、遠
心沈降機が、供給したアルミニウム顔料スラリーから粒径の小さいアルミニウム顔料粒子
を選択的に分離しながら、アルミニウム顔料スラリーを濃縮するためである。
【００３９】
しかし、本発明の運転条件の選定基準を外れた場合は、アルミニウム顔料粒子の欠損や破
砕が発生するため、回収率を９５重量％以上としても、供給したアルミニウム顔料スラリ
ーの意匠性と異なるものになる場合がある。また、アルミニウム顔料粒子の欠損や破砕の
頻度や程度が制御できないため、同じ条件で運転を行っても、製造されたアルミニウム顔
料ペーストの意匠性のばらつきが大きくなる。
【００４０】
前記のものは、遠心沈降機に供給するアルミニウム顔料スラリーと同等の意匠性をもつ濃
縮物のみをできるだけ多く回収するための方法である。
一方で、遠心沈降機を活用し、供給するアルミニウム顔料スラリーから回収するアルミニ
ウム顔料の粒度分布を制御することで、種々の意匠性をもつアルミニウム顔料を得ること
ができる。
【００４１】
遠心沈降機による濃縮では、濃縮物として回収するアルミニウム顔料の重量が、供給スラ
リーに含まれるアルミニウム顔料に対して９５重量％未満の範囲にある場合、遠心沈降機
の分級効果により、濃縮物に含まれるアルミニウム顔料の粒度分布が変わるため、遠心沈
降機に供給したアルミニウム顔料とは異なる意匠性をもつ濃縮物が回収できる。また、遠
心沈降機による濃縮でアルミニウム顔料スラリーから分離された溶剤から、更に、機械的
な分離方法を用いて、溶剤中に含まれるアルミニウム顔料粒子を再度分離・回収すること
で得られる濃縮物も、この濃縮物の回収率が、遠心沈降機に供給するアルミニウム顔料ス
ラリーに含まれるアルミニウム顔料の９５重量％未満の範囲であれば、供給したアルミニ
ウム顔料とは異なる意匠性となる。
【００４２】
また、回収されるアルミニウム顔料のメタリック顔料としての意匠性を制御する方法とし
ては、遠心沈降機でアルミニウム顔料スラリーの濃縮を行うことで得られる濃縮物Ａから
一部又は全部を抜き出した濃縮物Ａ’と、該濃縮によってアルミニウム顔料スラリーから
分離された溶剤から、更に、機械的分離方法を用いて、溶剤中に含まれるアルミニウム顔
料粒子を再度分離・回収することで得られる濃縮物Ｂから一部又は全部を抜き出した濃縮
物Ｂ’を混合することで、遠心沈降機に供給するアルミニウム顔料スラリーに含まれるア
ルミニウム顔料の９５重量％未満に相当する量のアルミニウム顔料を含む濃縮物（濃縮物
Ａ’と濃縮物Ｂ’の混合物）を得る方法も挙げられる。
【００４３】
この時、遠心沈降機による濃縮で得られる濃縮物Ａと該濃縮で分離された溶剤から機械的
分離方法による濃縮で得られる濃縮物Ｂとして回収されたアルミニウム顔料の合計量が、
遠心沈降機に供給するスラリーに含まれるアルミニウム顔料の９５重量％以上に相当する
場合でも、濃縮物Ａと濃縮物Ｂからそれぞれ濃縮物を抜き出し、それらを混合して得られ
る濃縮物（濃縮物Ａ’と濃縮物Ｂ’の混合物）が、遠心沈降機に供給するスラリーに含ま
れるアルミニウム顔料の９５重量％未満に相当する量のアルミニウム顔料を含む濃縮物で
あり、かつ、濃縮物Ａ’と濃縮物Ｂ’のそれぞれに含まれるアルミニウム顔料の重量の比
率が、濃縮物Ａと濃縮物Ｂのそれぞれに含まれるアルミニウム顔料の重量の比率と異なる
場合には、濃縮物Ａ’と濃縮物Ｂ’の混合物は、供給したアルミニウム顔料とは異なる意
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匠性をもつ。
【００４４】
また、濃縮物Ａと濃縮物Ｂとして回収されたアルミニウム顔料の合計量が、遠心沈降機に
供給するスラリーに含まれるアルミニウム顔料の９５重量％以上であり、かつ、濃縮物Ａ
’と濃縮物Ｂ’のそれぞれに含まれるアルミニウム顔料の重量の比率が、濃縮物Ａと濃縮
物Ｂのそれぞれに含まれるアルミニウム顔料の重量の比率と等しくなる場合には、濃縮物
Ａ’と濃縮物Ｂ’の混合物は、供給したアルミニウム顔料と同等の意匠性をもつ。
【００４５】
この様に、本発明では、遠心沈降機でアルミニウム顔料スラリーの濃縮を行うことで得ら
れる濃縮物、又は、該濃縮によってアルミニウム顔料スラリーから分離された溶剤から、
更に、機械的分離法を用いて、溶剤中に含まれるアルミニウム顔料粒子を再度分離・回収
することで得られる濃縮物のいずれかから濃縮物を一部又は全部抜き出すこと、あるいは
、一部又は全部を抜き出した両方の濃縮物を混合することで、遠心沈降機に供給するアル
ミニウム顔料スラリーに含まれるアルミニウム顔料の９５重量％未満に相当する量のアル
ミニウム顔料を含む濃縮物を得ることができる。
【００４６】
しかし、この場合も、本発明の運転条件の選定基準を外れた場合は、アルミニウム顔料粒
子の欠損や破砕が発生するため、同じ条件で運転を行っても、製造されたアルミニウム顔
料ペーストの意匠性のばらつきが大きくなる。
なお、機械的分離法の例としては、遠心分離法、沈降分離法及びろ過法が挙げられる。
【００４７】
【実施例】
本発明を実施例に基づいて説明する。なお、実施例および比較例中で用いた各物性の測定
方法は、以下の（１）～（３）に示したとおりである。
【００４８】
（１）１０％粒子径、５０％粒子径：ｄ１０、ｄ５０

レーザーミクロンサイザーＬＭＳ－２４（（株）セイシン企業製）により測定した。測定
溶剤としては、ミネラルスピリットを使用した。試料となるアルミニウム顔料は、前処理
として２分間の超音波分散を行った。
【００４９】
（２）加熱残分
ＪＩＳ　Ｋ　５９０６：１９９８に記載の加熱残分測定方法に従い、１０５℃の雰囲気で
３時間加熱し、蒸発成分を除いた残留物の重量分率を測定した。
【００５０】
（３）着色力による色調評価と再現性評価
▲１▼塗料・塗膜の作製
アルミニウム顔料ペースト５ｇにアクリックＮｏ．２０００ＧＬシンナー（関西ペイント
（株）製）８ｇを加え、予備分散し、さらに、アクリックＮｏ．２０２６ＧＬクリアー（
関西ペイント（株）製）９７ｇを加えた後、ペイントシェーカーで１０分間震蕩して、シ
ルバーメタリック塗料を得た。更に、前記シルバーメタリック塗料４５ｇに、アクリック
Ｎｏ．２３６５ＧＬブルー顔料（関西ペイント（株）製）５ｇを加え、ペイントシェーカ
ーで１０分間震蕩して、ブルーメタリック塗料を得た。このブルーメタリック塗料を、ア
ート紙上に、９ｍｉｌのアプリケーターを用いて塗膜を作製後、室温で乾燥した。
【００５１】
▲２▼測色
上記▲１▼で得られた塗膜を、ＳＭカラーコンピューターＳＭ－７－ＣＨ（スガ試験機（
株）製）を用いて、入射角－４５度と４５度から塗膜へ入射した光を受光角０度で受光し
、ハンターＬａｂ表色系のＬ値を測定した。
【００５２】
▲３▼着色力による色調評価と再現性評価
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ブルーメタリック塗膜の着色力を下記式［１］で定義する。
［着色力］＝１００＋１０×(試料塗膜と基準の塗膜とのＬ値の差)…［１］
着色力による色調評価は、下記の様に規定した。
優：着色力が９６以上１０４以下。
良：着色力が９４以上９６未満、または１０４より大きく１０６以下。
可：着色力が９４未満、または１０６より大きい。
【００５３】
また、運転の再現性評価は、下記の様に規定した。
同条件で濃縮運転を繰り返し、３点のアルミニウム顔料ペーストを作製し、それぞれのア
ルミニウム顔料ペーストの着色力を求め、最大値と最小値の差が５未満の場合を良、５以
上の場合を可とした。
【００５４】
［実施例１］
内径１ｍ、長さ１ｍのボールミル内に、アトマイズドアルミニウム粉（平均粒径４μｍ）
２０ｋｇ、ミネラルスピリット２００ｋｇ、及び、オレイン酸２ｋｇからなる配合物を充
填し、直径２ｍｍのガラスビーズ（比重２．６）６００ｋｇを用い、２５ｒｐｍで１４時
間粉砕・研磨した。
粉砕・研磨終了後、ミル内のスラリーをミネラルスピリットで洗い出し、６５０メッシュ
の振動篩にかけ、通過したスラリーを回収した。
回収したアルミニウム顔料スラリーは総量で２０００ｋｇ、アルミニウムの含有量が１．
０重量％であった。また、アルミニウム顔料の５０％粒子径は、９．５μｍであった。
【００５５】
このアルミニウム顔料スラリーを、デカンタ型遠心沈降機（巴工業株式会社　ＴＲＶ－０
８５（ＢＤディスク付））で濃縮した。今回、デカンタ型遠心沈降機に付けた堰板として
、堰の頂上面がボウル縮径部先端の濃縮物の排出面と一致するものを使用した。この場合
、堰板を溢出する液の厚み分だけ、濃縮物をボウル縮径部へ押し込む差圧が生じる。
【００５６】
デカンタ型遠心沈降機の運転条件として、遠心加速度を５００Ｇ、アルミニウム顔料スラ
リーの供給流量を４００Ｌ／Ｈｒ、ボウルとスクリューコンベアの差速を１０ｒｐｍに設
定した。このとき、スクリューコンベア１回転当たりの排出容積に対する濃縮物が占める
割合は８％となる。
【００５７】
この様な装置および条件で運転をした結果、アルミニウム含有量が５２重量％の濃縮物が
得られた。このとき、濃縮物として回収できたアルミニウム顔料は、供給したスラリーに
含まれていたアルミニウム顔料の８２重量％であった。
一方、遠心沈降機で分離された溶剤に含まれていたアルミニウム顔料粒子の粒度分布は、
１０％粒子径が３．６μｍであった。また、５０％粒子径は６．５μｍであり、供給スラ
リーに含まれるアルミニウム顔料の５０％粒径に対して６．８割の大きさであった。
【００５８】
この分離された溶剤に対して、更に遠心分離を行うことで、アルミニウム顔料を回収した
。最終的に回収されたアルミニウムは、総計で、供給したスラリーに含まれていたアルミ
ニウム顔料の９５重量％に相当する量となった。
このアルミニウム顔料スラリーを、フィルタープレスに送液し、８５重量％のアルミニウ
ム顔料ケーキとした。このケーキに、所定量のソルベントナフサと添加剤を加えた後、混
合攪拌機で１５分間混合し、加熱残分７４重量％のアルミニウム顔料ペーストとした。
【００５９】
顔料ペーストの物性測定結果は、平均粒径が９．５μｍであった。
この顔料ペーストを評価した結果、着色力は優の評価であった。
また、同条件での濃縮運転を行い、作製した３点のアルミニウム顔料ペーストによる、運
転の再現性評価は良であった。
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【００６０】
［実施例２］
デカンタ型遠心沈降機の運転条件として、遠心加速度を１０００Ｇ、アルミニウム顔料ス
ラリーの供給流量を１００Ｌ／Ｈｒ、ボウルとスクリューコンベアの差速を２０ｒｐｍに
設定した以外は、実施例１と同様の操作を実施した。この条件での運転結果および回収し
たアルミニウム顔料から作られたペーストの物性および評価結果を、表１に示す。
【００６１】
［実施例３］
デカンタ型遠心沈降機の運転条件として、遠心加速度を３０００Ｇ、アルミニウム顔料ス
ラリーの供給流量を７００Ｌ／Ｈｒ、ボウルとスクリューコンベアの差速を２０ｒｐｍに
設定した以外は、実施例１と同様の操作を実施した。この条件での運転結果および回収し
たアルミニウム顔料から作られたペーストの物性および評価結果を、表１に示す。
【００６２】
［実施例４］
振動篩を通過したアルミニウム顔料スラリーに対して、ドラムフィルターを用いてろ過濃
縮を行い、アルミニウムの含有量が１０．０重量％のスラリーとした。このスラリーに含
まれるアルミニウム顔料の５０％粒子径は、９．５μｍであった。
このアルミニウム顔料スラリーを、デカンタ型遠心沈降機で濃縮した。デカンタ型遠心沈
降機の運転条件として、遠心加速度を１０００Ｇ、アルミニウム顔料スラリーの供給流量
を７００Ｌ／Ｈｒ、ボウルとスクリューコンベアの差速を２０ｒｐｍに設定した以外は、
実施例１と同様の操作を実施した。この条件での運転結果および回収したアルミニウム顔
料から作られたペーストの物性および評価結果を、表１に示す。
【００６３】
［実施例５］
デカンタ型遠心沈降機の運転条件として、遠心加速度を１０００Ｇ、アルミニウム顔料ス
ラリーの供給流量を１００Ｌ／Ｈｒに設定した以外は、実施例１と同様の操作を実施した
。この条件での運転結果および回収したアルミニウム顔料から作られたペーストの物性お
よび評価結果を、表１に示す。
アルミニウム顔料スラリーの濃縮はできているが、顔料ペーストの着色力は可の評価であ
った。アルミニウムの回収率は９５ｗｔ％であるが、基準とは異なる色調となっている。
また、運転の再現性は可の評価であり、ばらつきが大きい。
【００６４】
［実施例６］
デカンタ型遠心沈降機の運転条件として、アルミニウム顔料スラリーの供給流量を１００
Ｌ／Ｈｒに設定した以外は、実施例４と同様の操作を実施した。この条件での運転結果お
よび回収したアルミニウム顔料から作られたペーストの物性および評価結果を、表１に示
す。
アルミニウム顔料スラリーの濃縮はできているが、顔料ペーストの着色力は可の評価であ
った。アルミニウムの回収率は９５ｗｔ％であるが、基準とは異なる色調となっている。
また、運転の再現性は可の評価であり、ばらつきが大きい。
【００６５】
［比較例］
振動篩を通過したアルミニウム顔料スラリーを、従来用いられてきた濃縮装置であるフィ
ルタープレスによって、アルミニウム含有量が８５重量％になるまで濃縮を実施した。そ
の他は実施例１と同様の操作を実施した。
得られた顔料ペーストの物性および評価結果を、表１に示す。
【００６６】
［実施例７］
実施例１の条件でデカンタ型遠心沈降機を運転して得られた濃縮物で、ペーストを作成し
た。実施例１との違いは、分離された溶剤中のアルミニウム顔料を回収していない点であ
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る。加熱残分を７４重量％に調製したペーストの５０％粒子径は９．５μｍであった。ま
た、このペーストの着色力評価結果は、８６であり、供給したアルミニウム顔料とは異な
る品質をもつ顔料ペーストが得られた。しかし、運転の再現性は良の評価であり、目的の
品質をもつ顔料を確実に製造することができる。
【００６７】
【表１】
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【発明の効果】
本発明のアルミニウム顔料ペーストの製造方法を用いれば、メタリック顔料としての品質
を損なうことなく、生産性を向上することができる。
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